
○東総地区広域市町村圏事務組合特定個人情報等の 

適正な取扱いに関する規程 

 平成 28 年 ３月30日  

    訓 令 第 ３ 号  

（趣旨） 

第１条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）、東総

地区広域市町村圏事務組合個人情報保護条例（平成１９年条例第３号。以下

「個人情報保護条例」という。）その他の関係法令に定めるもののほか、東総

地区広域市町村圏事務組合（以下「組合」という。）が処理する個人番号関係

事務における個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）

の適正な取扱いの確保を図るため必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 対象職員 組合の機関（個人情報保護条例第２条第２号に定める実施機関

をいう。）に採用又は雇用される者をいう。 

⑵ 対象職員等 対象職員及びその被扶養者並びに総務課又は施設整備課がそ

の庶務を所掌する非常勤特別職（以下「非常勤特別職」という。）及び研修

講師等をいう。 

⑶ 管理区域 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム及び特定個人情

報等が記録された書面等（その写しを含む。以下同じ。）を管理する区域を

いう。 

⑷ 取扱区域 特定個人情報等を取り扱う事務を行う区域をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この規程における用語の意義は、番号法に定める

ところによる。 

 （組合が行う個人番号関係事務の範囲） 

第３条 組合が処理する個人番号関係事務は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、



それぞれ同表の右欄に定める事務とする。 

対象職員に係る個人番号関係事務 

給与所得等に係る源泉徴収票の作成等

の事務 

住民税に関する届出等の事務 

健康保険、厚生年金保険に関する届出

等の事務 

公務災害、労働者災害補償保険に関す

る請求等の事務 

雇用保険に関する届出等の事務 

勤労者財産形成貯蓄契約に関する届出

等の事務 

児童手当に関する支給等の事務 

対象職員の被扶養配偶者に係る個人番号

関係事務 

国民年金の第三号被保険者の届出等に

関する事務 

非常勤特別職に係る個人番号関係事務 報酬等に係る支払調書の作成等の事務

非常勤特別職に係る個人番号関係事務 

給与所得等に係る源泉徴収票の作成等

の事務 

住民税に関する届出等の事務 

公務災害に関する請求等の事務 

研修講師等に係る個人番号関係事務 報酬等に係る支払調書の作成等の事務

（組合が取り扱う特定個人情報等の範囲） 

第４条 前条に規定する個人番号関係事務において組合が取り扱う特定個人情報

等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

 ⑴ 対象職員及び被扶養者 個人番号及び個人番号と共に取り扱う氏名、住所、

生年月日、性別、電話番号、職員番号、給与額等 

 ⑵ 非常勤特別職 個人番号及び個人番号と共に取り扱う氏名、住所、生年月



日、性別、役職名、電話番号、報酬額等 

⑶ 研修講師等 個人番号及び個人番号と共に取り扱う氏名、住所、生年月日、

性別、電話番号、謝礼額等 

２ 前項に定めるもののほか、組合は、次条第１項に規定する事務取扱責任者が

前条に規定する事務を行うため必要と認める特定個人情報を取り扱うことがで

きる。 

 （事務取扱責任者及び事務取扱担当者） 

第５条 組合が処理する個人番号関係事務において、特定個人情報等の適正な取

扱いの確保を図るため、事務取扱責任者を置く。 

２ 事務取扱責任者は、事務局長の職にある者をもって充てる。 

３ 組合が処理する個人番号関係事務において、対象職員等の特定個人情報等を

取り扱う者は、事務取扱担当者とする。 

４ 事務取扱担当者は、総務課の職員及び施設整備課の庶務を行う職員（個人番

号が記載された書面を取り扱う者に限る。）とする。 

５ 事務取扱責任者及び事務取扱担当者以外の者は、組合が処理する個人番号関

係事務において特定個人情報等を取り扱ってはならない。ただし、事務取扱責

任者がその必要があると認めるときは、この限りでない。 

 （事務取扱責任者の責務） 

第６条 事務取扱責任者は、常に対象職員等に係る個人番号関係事務の処理の状

況を把握するとともに、事務取扱担当者を指揮監督し、特定個人情報等の保護

の措置を適切に講じなければならない。 

２ 事務取扱責任者は、事務取扱担当者その他の職員に対し、特定個人情報等の

適正な取扱いについて理解を深め、その保護に関する意識の高揚を図るための

啓発その他必要な教育又は研修の機会を提供しなければならない。 

 （事務取扱担当者の責務） 

第７条 事務取扱担当者は、特定個人情報等の取扱いに際し、番号法、個人情報

保護条例その他の関係法令及びこの規程の規定並びに事務取扱責任者の指示に

従い、特定個人情報の保護について十分な注意を図らなければならない。 



２ 事務取扱担当者は、漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報等の不適切な

取扱い（以下「漏えい等」という。）の事実を覚知したときは、直ちに事務取

扱責任者に報告しなければならない。 

３ 事務取扱担当者（施設整備課の庶務を行う職員に限る。）は、個人番号の記

載された書面等を取り扱うときは、第１１条に規定する措置を確実に行い、速

やかに当該書面等を総務課へ送付するよう努めなければならない。この場合に

おいて、当該書面等の複写、個人番号の書き写しその他の方法により、特定個

人情報等（他人の個人番号を含むものに限る。）の収集又は保管をしてはなら

ない。 

４ 事務取扱担当者（総務課の職員に限る。）は、個人番号の記載された書面等

を受領したときは、当該書面等を適切に保管するとともに、必要な特定個人情

報等を速やかに情報システム内の特定個人情報ファイルに記録するよう努めな

ければならない。 

 （特定個人情報等を取り扱う区域） 

第８条 管理区域は、総務課内とする。 

２ 事務取扱責任者は、管理区域において現に特定個人情報等を取り扱う事務が

行われているときは、当該管理区域内への部外者の入室を制限することができ

る。 

３ 取扱区域は、事務取扱担当者が特定個人情報等を取り扱う事務を行う場所と

する。 

４ 事務取扱担当者は、取扱区域において当該事務取扱担当者以外の者が特定個

人情報等を容易に見ることができないよう適切な措置を講ずるものとする。 

 （個人番号の提供の要求） 

第９条 組合（その指示を受けた事務取扱担当者を含む。次条及び第１１条にお

いて同じ。）は、第３条に規定する事務を処理するために必要がある場合に限

り、対象職員等又は個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者

に対して個人番号の提供を求めることができる。 

 （特定個人情報の取得に際しての利用目的の通知等） 



第１０条 組合は、対象職員等から特定個人情報を取得するときは、書面等によ

る通知により、あらかじめ、本人（対象職員の被扶養者を除く。）に対しその

利用目的を明示しなければならない。 

 （本人確認の措置） 

第１１条 組合は、第９条の規定により個人番号の提供を受けるときは、番号法

第１６条の規定により、その提供を行う者に係る個人番号の真正性及び身元の

確認の措置をとらなければならない。 

 （特定個人情報の収集等の制限） 

第１２条 組合は、第３条に規定する事務を処理するために必要な範囲に限り、

特定個人情報を収集し、利用し、又は保管することができる。 

 （特定個人情報の提供の制限） 

第１３条 組合は、第３条に規定する事務を処理するために必要な範囲に限り、

個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を提供することができる。ただ

し、番号法、個人情報保護条例その他の関係法令により提供を求められたとき

は、この限りでない。 

 （特定個人情報を提供する場合の措置） 

第１４条 特定個人情報等が記録された電子媒体又は書面等は、前条の規定によ

り特定個人情報を提供する場合を除き、管理区域から持ち出してはならない。 

２ 事務取扱担当者は、個人番号利用事務実施者に特定個人情報を提供するため、

特定個人情報等が記録された電子媒体又は書面等を持ち出すときは、パスワー

ドの設定、封筒に封入した上での鞄による搬送その他の盗難等の防止のための

安全対策の措置を講じなければならない。ただし、個人番号利用事務実施者に

提供する場合にあっては、当該者が指定する方法に従うものとする。 

 （特定個人情報の保管等） 

第１５条 組合が処理する個人番号関係事務について、関係法令により特定個人

情報の保管の期間が定められているときは、当該期間中特定個人情報を保管す

るものとし、当該期間が経過し、かつ、当該個人番号関係事務を処理する必要

がなくなったときは、速やかに当該特定個人情報を廃棄又は削除するものとす



る。 

 （アクセス制限等の措置） 

第１６条 事務取扱責任者は、ユーザーＩＤに付与するアクセス権により、特定

個人情報ファイルを取り扱う情報システムを使用することができる者として、

事務取扱担当者（総務課の職員に限る。）を指定しなければならない。 

２ 特定個人情報等を取り扱う情報システムは、ユーザーＩＤ、パスワード等に

より前項の事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを識別し

た結果に基づき認証するよう調整されなければならない。 

３ 組合は、情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウエア等を導入し、

入出力データにおける不正ソフトウエアの有無を確認しなければならない。 

（取扱状況を確認する措置） 

第１７条 組合は、対象職員等の特定個人情報等の収集、利用、保管又は廃棄若

しくは削除その他の状況を随時確認することができるようにするため、事務取

扱責任者が別に定める事項の記録その他適切な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

 （盗難等の防止の措置） 

第１８条 事務取扱責任者及び事務取扱担当者は、管理区域及び取扱区域におけ

る特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体、書面等の盗難、紛失、毀損等

（以下「盗難等」という。）を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じな

ければならない。 

 ⑴ 特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体、書面等は、施錠できるキャビ

ネット、ロッカー等により保管する。 

 ⑵ 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムが機器のみで構成されてい

るときは、セキュリティワイヤー等により固定する。 

 （廃棄等の措置） 

第１９条 組合は、個人番号若しくは特定個人情報の削除又は特定個人情報が記

録された電子媒体若しくは機器の廃棄をするときは、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとし、その記録、データ



等の復元ができないようにしなければならない。 

 ⑴ 書面等の廃棄 焼却又は溶解 

 ⑵ 電子媒体又は機器の廃棄 専用のデータ削除ソフトウエアの利用又は物理

的な破壊 

 ⑶ 特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報の削除 技術

的に容易に復元できない方法 

２ 総務課は、前項に定める削除又は廃棄を行った場合、当該削除又は廃棄の事

実を記録するものとする。 

（漏えい等に対する体制） 

第２０条 事務取扱責任者は、漏えい等が発生したとき、又はその恐れがあると

認めたときは、速やかにその事実関係を調査し、関係部署等に報告するものと

する。 

２ 事務取扱責任者は、前項の規定による調査の結果に基づき、関係部署等と協

議した上で、次の各号に掲げる措置を適切に講ずるものとする。 

 ⑴ 現に漏えい等が発生した場合は、その漏えい等により影響を受ける可能性

のある者への連絡 

 ⑵ 漏えい等が発生し、又はその恐れが生じた原因の分析及び究明 

⑶ 再発防止策の策定 

 ⑷ 漏えい等の事実関係及び再発防止策の必要に応じた公表 

 （補則） 

第２１条 この規程による特定個人情報等の取扱いに関し必要な事項は、事務取

扱責任者が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


